
新旧対照表 

 （新） 

第１条～第３条（略） 

第４条　 

１～３（略） 

４　補助事業者は、工程等の都合により補助金の交付の決定前に工事に着手しようとする場合は、事前に別記第２号様式

による指令前着手届を第１項の補助金交付申請書とともに知事に提出しなければならない。 
第５条～第１７条　（略） 

別表第１ 

（旧） 

第１条～第３条（略） 

第４条 

１～３（略） 

４　補助事業者は、別表第３の６の項に掲げる事業において、工程等の都合により補助金の交付の決定前に工事に着手し

ようとする場合は、事前に別記第２号様式による指令前着手届を第１項の補助金交付申請書とともに知事に提出しなけ

ればならない。 
第５条～第１７条　（略） 

別表第１  補助金の名称 補助事業の種類 補助事業の範囲及び補助率

 ア 総合農地防災事業

費補助金

農村地域防災減災事業 調査計画事業 補助事業費の 10 分の 5.5 以内。ただし、二次災害が予想される地区にお

けるため池緊急防災対策情報整備に係る調査計画事業で、令和 12 年度ま

でに採択する場合は定額

 整備事業 工事費 補助事業費の 10 分の 6以内

 実施計画策定等 補助事業費の 10 分の 5.5 以内。ただし、二

次災害が予想される地区における施設に係

るものであって、令和 12 年度までに採択す

る場合にあっては定額

 体制整備事業 監視管理体制の強化 定額。ただし、二次災害が予想される地区に

おける施設に係るものであって、令和 12 年

度までに採択する場合に限る。

 緊急的な防災対策 定額。ただし、二次災害が予想される地区に

おける施設に係るものであって、令和 12 年

度までに採択する場合に限る。

 地域防災上のリスク除去 定額

 ハード整備の着手促進 補助事業費の 10 分の 6以内

 実施計画策定 補助事業費の 10 分の 5.5 以内。ただし、二

次災害が予想される地区における施設に係

るものであって、令和 12 年度までに採択す

 イ 災害関連事業費補

助金

災害関連事業 補助事業費の 10 分の５以内。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律(昭和 37 年法律第 152 号)の適用を受ける場合は、国が定めた率

 ウ 地域農業水利施設

ストックマネジメ

ント事業費補助金

地域農業水利施設スト

ックマネジメント事業

団体営造成施設等に係る

機能保全計画に基づく対

策工事

補助事業費の 10 分の 6.5 以内。ただし、離島、振興山村、半島振

興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、急傾斜畑地帯又は指

定棚田地域は補助事業費の 10 分の７以内

 水利施設等保全高度化

事業

水利施設整備事業（簡易

整備型）

補助事業費の 10 分の 6.5 以内。ただし、離島、振興山村、半島振

興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、急傾斜地帯又は指定

棚田地域は補助事業費の 10 分の７以内

 補助金の名称 補助事業の種類 補助事業の範囲及び補助率

 ア 総合農地防災事業

費補助金

農村地域防災減災事業 調査計画事業 補助事業費の 10 分の 5.5 以内。ただし、二次災害が予想される地区にお

けるため池防災対策情報整備に係る調査計画事業で、令和 7年度までに採

択する場合は定額

 整備事業 工事費 補助事業費の 10 分の 6以内

 実施計画策定等 補助事業費の 10 分の 5.5 以内。ただし、二

次災害が予想される地区における施設に係

るものであって、令和 7 年度までに採択す

る場合にあっては定額

 体制整備事業 監視管理体制の強化 定額。ただし、二次災害が予想される地区に

おける施設に係るものであって、令和 12 年

度までに採択する場合に限る。

 緊急的な防災対策 定額。ただし、二次災害が予想される地区に

おける施設に係るものであって、令和 12 年

度までに採択する場合に限る。

 地域防災上のリスク除去 定額

 ハード整備の着手促進 補助事業費の 10 分の 6以内

 実施計画策定 補助事業費の 10 分の 5.5 以内。ただし、二

次災害が予想される地区における施設に係

るものであって、令和 12 年度までに採択す

 イ 災害関連事業費補

助金

災害関連事業 補助事業費の 10 分の５以内。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す

る法律(昭和 37 年法律第 152 号)の適用を受ける場合は、国が定めた率

 ウ 地域農業水利施設

ストックマネジメ

ント事業費補助金

地域農業水利施設スト

ックマネジメント事業

団体営造成施設等に係る

機能保全計画に基づく対

策工事

補助事業費の 10 分の 6.5 以内。ただし、離島、振興山村、半島振

興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、急傾斜畑地帯又は指

定棚田地域は補助事業費の 10 分の７以内

 水利施設等保全高度化

事業

水利施設整備事業（簡易

整備型）

補助事業費の 10 分の 6.5 以内。ただし、離島、振興山村、半島振

興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、急傾斜地帯又は指定

棚田地域は補助事業費の 10 分の７以内



 

 

別表第２ 

 

別表第３（第４条、第７条、第１０条、第１１条、第１４条関係） 

１～５（略） 

（削除） 

 

 

 

別表第４（略）

 

別表第２ 

 

別表第３（第４条、第７条、第１０条、第１１条、第１４条関係） 

１～５（略） 

６　第４条第４項の指令前着手届の提出は、ウ 地域農業水利施設ストックマネジメント事業費補助金に係るものについ

て行うものとする。 

 
 

別表第４（略）

 (削除） (削除）

 エ 農村整備事業費補

助金

農村整備事業 計画策定等事業 定額

 農道・集落道整備事業 補助事業費の 10 分の 5以内。ただし、集落道の整備であって振興

山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は指定

棚田地域において行うもの、離島において行うもの及び水源地域

対策関連事業にあっては、当該補助事業費の 10 分の 5.5 以内

  

農業用施設災害関連事業の実施について 

ため池災害関連特別対策事業実施要綱 

農地災害関連区画整備事業実施要綱 

災害関連農村生活環境施設復旧事業実施要綱 

農山漁村地域整備交付金実施要綱 

農村地域防災減災事業実施要綱 

水利施設等保全高度化事業実施要綱 

農村整備事業実施要綱 
地域未来交付金制度要綱 
 
 
 
 
地域未来交付金（地域未来推進型）交付要綱（イ

ンフラ整備事業（農業農村整備事業）） 
 

 

 昭和４０年９月１０日付け４０農地Ｄ第１１２９号農林事務次官依命通達  

 昭和６１年４月４日付け６１構改Ｄ第２７２号農林水産事務次官依命通達 

 平成元年５月２９日付け元Ｄ第３４７号農林水産事務次官依命通達 

 平成２年６月７日付け２構改Ｄ第２３９号農林水産事務次官依命通達 

 平成２２年４月１日付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官依命通達  

 平成２５年２月２６日付け２４農振第２１１４号農林水産事務次官依命通達 

 平成３０年３月３０日付け２９農振第２７０２号農林水産事務次官依命通達 

 令和３年 4 月 1 日付け 2 農振第２７３６号農林水産事務次官依命通知 

 令和８年２月４日付け府地創第 30 号及び府地事第 54 号内閣府

事務次官依命通知、７農振第 2446 号農林水産事務次官依命通

知、20260127 財経第 2号経済産業事務次官依命通知、国総政第

54号国土交通事務次官依命通知並びに環政総発第2602032号環

境事務次官依命通知 

 令和 8 年４月１日付け 7 農振第２９２６号農林水産事務次官依命通知

 機能保全計画策定事業 定額。ただし、令和 7年度までに採択する場合に限る。

 エ 農村整備事業費補

助金

農村整備事業 計画策定等事業 定額

 農道・集落道整備事業 補助事業費の 10 分の 5以内。ただし、集落道の整備であって振興

山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は指定

棚田地域において行うもの、離島において行うもの及び水源地域

対策関連事業にあっては、当該補助事業費の 10 分の 5.5 以内

  

農業用施設災害関連事業の実施について 

ため池災害関連特別対策事業実施要綱 

農地災害関連区画整備事業実施要綱 

災害関連農村生活環境施設復旧事業実施要綱 

農山漁村地域整備交付金実施要綱 

農村地域防災減災事業実施要綱 

水利施設等保全高度化事業実施要綱 

農村整備事業実施要綱 
新しい地方経済・生活環境創生交付金制度要綱 
 
 
 
 
新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代

交付金）交付要綱（インフラ整備事業（農業農村

整備事業）） 
 

 

 昭和４０年９月１０日付け４０農地Ｄ第１１２９号農林事務次官依命通達  

 昭和６１年４月４日付け６１構改Ｄ第２７２号農林水産事務次官依命通達 

 平成元年５月２９日付け元Ｄ第３４７号農林水産事務次官依命通達 

 平成２年６月７日付け２構改Ｄ第２３９号農林水産事務次官依命通達 

 平成２２年４月１日付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官依命通達  

 平成２５年２月２６日付け２４農振第２１１４号農林水産事務次官依命通達 

 平成３０年３月３０日付け２９農振第２７０２号農林水産事務次官依命通達 

 令和３年 4 月 1 日付け 2 農振第２７３６号農林水産事務次官依命通知 

 令和７年１月 31 日付け府地創第 22 号及び府地事第 41 号内閣

府事務次官依命通知、６農振第 2322 号農林水産事務次官依命通

知、20250121 財経第１号経済産業事務次官依命通知、国総政第

45号国土交通事務次官依命通知並びに環政総発第2501303号環

境事務次官依命通知 

 令和７年４月１日付け 6 農振第２９３４号農林水産事務次官依命通知



 別表第５(第７条関係) 

 別記第１号様式（第４条関係）～別記第 19 号様式（第 14 条関係） （略）

別表第５(第７条関係) 

 別記第１号様式（第４条関係）～別記第 19 号様式（第 14 条関係） （略）

 補助事業の種類 変更事項

 

災害関連事業 

農村地域防災減災事業

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区（災害関連にあっては、箇所）相互間の補助 

金の額の流用 

(５)変更前の工種別の事業量の 30 パーセントに相当する額が
400 万円を超えるものにおける当該工種の事業量の 30 パ
ーセントを超える増減 

(６)変更前の工種別の事業量の 30 パーセントに相当する額が
400 万円以下であって、当該工種に係る事業費の増減が 400
万円を超えるものにおける当該工種の事業量の 30 パーセ
ントを超える増減 

(７)工種の新設、変更又は廃止

 

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区相互間の補助金の額の流用

 

 

水利施設等保全高度化事業 

(ただし、地域未来交付金（地域未来推進型）（イン 

フラ整備事業（農業農村整備事業））は除く) 

農村整備事業 

（ただし、計画策定等事業は除く） 

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区相互間の補助金の額の流用 

(５)変更前の工種別の事業量の 30 パーセントに相当する額が 

500 万円を超えるものにおける当該工種の事業量の 30 パ 

ーセントを超える増減 

(６)変更前の工種別の事業量の 30 パーセントに相当する額が
500 万円以下であって、当該工種に係る事業費の増減が 500
万円を超えるものにおける当該工種の事業量の 30 パーセ
ントを超える増減 

(７)工種の新設、変更又は廃止

 

水利施設等保全高度化事業 

(ただし、地域未来交付金（地域未来推進型）（イン 

フラ整備事業（農業農村整備事業））に限る)

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区相互間の補助金の額の流用 

(５)地域未来推進型実施計画の要素事業の新設又は廃止を伴
う事業内容の変更

 

農村整備事業 

（ただし、計画策定等事業に限る）

(１)事業の中止又は廃止 

(２)補助金の額の変更 

(３)調査地域ごとに事業費の 30 パーセントを超え、かつ、 

400 万円を超える増減 

(４)調査地域の変更 

(５)調査項目の変更又は廃止

 補助事業の種類 変更事項

 

災害関連事業 

農村地域防災減災事業

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区（災害関連にあっては、箇所）相互間の補助 

金の額の流用 

(５)工種別の事業量の 30 パーセント（30 パーセント 

に相当する額が 400 万円以下の場合は 400 万円） 

を越える増減 

(６)工種の新設、変更又は廃止

 

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区相互間の補助金の額の流用

 

 

水利施設等保全高度化事業 

(ただし、新しい地方経済・生活環境創生交付金 

（第２世代交付金）は除く) 

農村整備事業 

（ただし、計画策定等事業は除く） 

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区相互間の補助金の額の流用 

(５)工種別の事業量の 30 パーセント（30 パーセントに相 

当する額が 500 万円以下の場合は 500 万円）を超える 

増減 

(６)工種の新設、変更又は廃止

 

水利施設等保全高度化事業 

(ただし、新しい地方経済・生活環境創生交付金 

（第２世代交付金）に限る)

(１)事業の中止又は廃止 

(２)事業主体の変更 

(３)補助金の額の変更 

(４)地区相互間の補助金の額の流用 

(５)第２世代交付金実施計画の要素事業の新設 

又は廃止を伴う事業内容の変更

 

農村整備事業 

（ただし、計画策定等事業に限る）

(１)事業の中止又は廃止 

(２)補助金の額の変更 

(３)調査地域ごとに事業費の 30 パーセント(30 パーセント 

に相当する額が 400 万円以下の場合は 400 万円）を超 

える増減 

(４)調査地域の変更 

(５)調査項目の変更又は廃止


